
 

議案第５７号 

さいたま市土砂のたい積等の規制に関する条例を廃止する条例の制定について 

さいたま市土砂のたい積等の規制に関する条例を廃止する条例を次のように定める。 

令和７年２月４日提出 

さいたま市長 清 水 勇 人   

さいたま市土砂のたい積等の規制に関する条例を廃止する条例 

さいたま市土砂のたい積等の規制に関する条例（平成１４年さいたま市条例第１０

４号）は、廃止する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年５月２６日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による廃止前のさいたま市土砂のたい積等の規制に関する条例（以下「

廃止前の条例」という。）第８条第２項及び第３項並びに第２４条の規定による命

令を受けた者に係る廃止前の条例第２６条及び第２７条の規定の適用については、

当該命令に係る事由が消滅する日までの間は、なお従前の例による。 

３ この条例の施行の際現に廃止前の条例第２１条第１項の規定による指定がされて

いる区域に係る廃止前の条例第２２条及び第２３条並びに当該区域において土砂の

たい積を行っている者に係る廃止前の条例第２６条及び第２７条の規定の適用につ

いては、当該指定の期間が満了する日又は廃止前の条例第２３条第１項の規定によ

る指定の解除があった日までの間は、なお従前の例による。 

４ この条例の施行前にした行為及び前２項の規定によりなお従前の例によることと

される場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、

なお従前の例による。 

 （さいたま市景観条例の一部改正） 

５ さいたま市景観条例（平成２２年さいたま市条例第２０号）の一部を次のように

改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 



 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

 （届出を要する行為等）  （届出を要する行為等） 

第１５条 法第１６条第１項第４号の条例で定める

行為は、景観法施行令第４条第４号に掲げる行為

（埋立て、盛土その他の土地への土砂の堆積（製

品の製造又は加工のための原材料の堆積を除く。

）を除く。）とする。 

第１５条 法第１６条第１項第４号の条例で定める

行為は、景観法施行令第４条第４号に掲げる行為

（さいたま市土砂のたい積等の規制に関する条例

（平成１４年さいたま市条例第１０４号）第２条 

第４号に規定する土砂のたい積を除く。）とする。

２～４ ［略］ ２～４ ［略］ 

  

 


